
旧優生保護法 に よる

子ども が できなく なる

手術などをうけた人へ

お金 を うけとる こと が できます。

平成 31年 4月 に 「旧優生保護法一時金支給法」 と いう 法律 が できました。

この 法律 には 本人 の 気持ち も 聞かれる ことなく

子ども が できなく なる 手術 など を うけ

からだ や 心 に 大きな 苦しみ や 痛み を うけた こと に ついて

おわび する と かいて あります。

この 法律 は 子ども が できなく なる 手術 など を うけた 人 に

お金 を 払う こと を さだめて います。

旧優生保護法一時金支給法 に ついて

【請求期限：令和11年４月23日】

このマークは、視覚に頼れない方などが使う音声コード（Uni-Voiceコード）です。
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法改正により、請求期限が５年延長されました。
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お金 を うけとる こと が できる

人 は どのような 人 ですか？

昭和 23年 9月 11日 から 平成 8年 9月 25日 の 間に

● 子ども が できなく なる 手術 を うけた 人

● 子ども が できなく なるよう に 放射線 を あてられた

人 です。

うけとる お金 は いくら ですか？

一人 320万円 です。

いつまで 手続き が できますか？

令和 11年 の 4月 23日 まで です。
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お金 を うけとる 手続き の 方法 が

わからなかったり 相談 したい 人 は

住んで いる 都道府県 や こども家庭庁 の 窓口 に

相談 しましょう。

● 都道府県 の 窓口 は 次 の ページ にあります。

● こども家庭庁 の 窓口

電話番号 03-3595-2575 FAX  03-3595-2753

メールアドレス ichijikin@cfa.go.jp

受付時間 10：00～17：00 （月曜日 から 金曜日。土日祝日 年末年始 を 除く。）

お金 を うけとる ため の 方法

① 請求書 を かきます

（請求書 の かき方 が わからなかったら 都道府県 の 窓口 に 相談 できます）

② 手続き に 必要 な 資料 （手術 を うけた こと が わかる 診断書 や

住民票 や 障害者手帳 の コピー など） を 手に いれます

③ 住んで いる 都道府県 の 窓口 に ① の 請求書 ② の 資料 を 出します

（郵便 で おくる こと も できます）
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福島県子育て支援課
令和６年4月作成

こども家庭庁 旧優生保護法一時金相談窓口

※上記の流れは、現在居住している都道府県内で手術を受けた場合。現在居住している都道府県以外で手術を受けた場合は、請求は、現在居住している都道府県に対して行
い、調査等については、国（こども家庭庁）からの通知を受けて、手術を受けていた都道府県が実施。
※請求者が、記録等により一時金の支給対象者に該当することを確認できる場合には、⑤～⑦は省略。


